
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市開発指導技術基準 
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（凡例）鈴鹿市開発指導技術基準で引用する法令の略語は、次のとおりとする。 

      法：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

      令：都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

      規則：都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号） 

      細則：鈴鹿市都市計画法施行細則（平成 11 年規則第 18 号） 

      要綱：鈴鹿市開発事業指導要綱（平成 14 年訓令第３号） 
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